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会員証管理運営内規 

［所管］総務部会 

 

2010 年 4 月 1 日 制定 

2011 年 9 月 6 日 改正 

2013 年 11 月 29 日 改正 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本内規は、一般社団法人電気設備学会（以下、「当学会」という。）が発行する会員証に

関する事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 本内規は、当学会が発行する会員証の管理者及び利用者に適用する。 

 

第２章 会員証の発行 

（発行範囲） 

第３条 会員証は、当学会の正会員（以下「会員」という）に発行する。 

 

（会員証の帰属） 

第４条 会員証の所有権は、当学会に帰属し、会員に貸与する。 

 

（発行時期） 

第５条 会員証は理事会において会員資格を得た会員に次のとおり，発行する。 

 

会員資格取得の時期 会員証発行月 

前年１１月理事会後～５月理事会まで  ５月発行 

５月理事会後～１１月理事会迄 １１月発行 

 

第３章 運用管理 

 

（発行管理） 

第６条 会員証の発行及び管理は、総務部会が行うものとし、会員情報の確認、会員証発行の認

定、会員証の発送管理、その他会員証の発行に係る事項についてその責を負う。 
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（会員証の記載内容） 

第７条 会員証には、学会ロゴマーク、学会名、学会所在地、学会電話番号及び会員証の取扱注

意事項を記載する。会員番号、氏名、入会日以外の個人情報に関する事項は記載しない。 

 

（会員証の制作） 

第８条 会員証の制作は総務部会で予算、発行枚数等を審議の上決定する。会員証の制作は外部

業者へ業務委託することができる。 

 

（会員証の送付） 

第９条 会員証は会員宛に直接送付する。会員証の送付は業務委託することができる。 

 

（管理責任等の通知） 

第１０条 会員証に係る管理責任等の通知は、会員証の送付と同時に文書で通知する。 

 

第４章 会員の注意 

（会員の責任） 

第１１条 会員証は会員が責任をもって保管する義務を負う。会員は会員証を第三者に譲渡、貸

与あるいは担保に供してはならない。本責任は会員証の受領をもって発生する。 

 

（損害賠償） 

第１２条 会員が会員証の利用に関して、当学会または第三者に対して損害を及ぼした場合、会

員は当学会または第三者に係る損害を賠償するものとし、当学会は一切の責任は負わない。 

 

（会員資格失効時の取扱い） 

第１３条 会員資格を失効した場合、会員は速やかに会員証を当学会に返却しなければならない。

また、会員証の返却がない場合においても会員資格は失効する。 

 

第５章 費用負担 

（会員証の費用） 

第１４条 会員証の新規発行費用は学会が負担する。但し、会員より再発行の要請があった場合

の再発行に係る費用は会員が負担する。 

 

第６章 再発行 

（会員証の再発行） 

第１５条 会員が会員証を紛失、盗難、毀損などにより再発行の要請があった場合、再発行する。 

再発行の時期は，第５条に準じる。 
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第７章 情報の管理及び秘密保持 

 

（情報の管理及び秘密保持） 

第１６条 当学会は会員証の運用管理を通じて知り得た会員の個人情報については、当学会の個

人情報保護規程等を遵守しなければならない。 

 

(改廃） 

第１７条 本内規について改正の必要が生じた時は、総務部会が立案、作成し、企画運営会議の

決議を経て改廃する。 

 

 

 

附則 

１．本内規は、２０１０年４月１日に制定し、同日から施行する。 

２．本内規は、規程類番号の変更及び改廃事項の改正により、２０１３年１１月２９日に改正 

し、同日から施行する。 

 


